
２０２１年５月１９日 

各位 

 

 

 

株式会社十六銀行 

東濃信用金庫 

多治見商工会議所 

笠原町商工会 

 

融資商品「たじみ活性化プラン」の取扱開始について 
 

株式会社十六銀行（頭取 村瀬 幸雄、以下「十六銀行」といいます。）、東濃信用金庫（理

事長 市原 好二）、多治見商工会議所（会頭 田代 正美）および笠原町商工会（会長 加藤 

恒文）は、創業から成長段階にある事業者さまの資金調達を支援する融資商品「たじみ活

性化プラン」の取扱いを開始しますので、下記のとおりお知らせします。 

本融資商品は、「たじみビジネスプランコンテスト」への申込実績がある、あるいは多

治見商工会議所・笠原町商工会の経営指導員の伴走型支援を始めている法人・個人事業主

の方を対象として、十六銀行もしくは東濃信用金庫から運転・設備資金を融資するもので

す。 

多治見市の地方創生とＳＤＧｓの推進に向けては、産業・経済の活性化および住民活力

の創出に資する取組みが求められており、創業から成長段階にある事業者さまに対する金

融面における支援が不可欠です。 

十六銀行、東濃信用金庫、多治見商工会議所および笠原町商工会は今後も、本融資商品

を通じて持続可能なまちづくりと地域活性化の実現に努めてまいります。 

 

記 
 

１．商品スキーム 

 

株式会社十六銀行 〒500-8516 岐阜市神田町８丁目２６番地 

 



会員事業所さま（借入希望者）は、多治見商工会議所・笠原町商工会に「十六銀行・東濃

信用金庫連携融資商品（たじみ活性化プラン）対象者要件具備ならびに多治見商工会議所・

笠原町商工会会員証明書」の発行を依頼し、これを十六銀行または東濃信用金庫に持参のう

え、融資をお申込みいただきます。 

 

２．融資条件 

対象者 

「たじみビジネスプランコンテスト」への申込実績がある、もしくは  

多治見商工会議所または笠原町商工会の経営指導員による伴走型支援を

始めている法人・個人事業主 

＊多治見商工会議所・笠原町商工会が発行・証明する「十六銀行・東濃

信用金庫連携融資商品（たじみ活性化プラン）対象者要件具備ならび

に多治見商工会議所・笠原町商工会会員証明書」の持参者に限定しま

す。 

       資金使途 運転資金 設備資金 

ご融資金額 ３０百万円以内（１０万円単位） １００百万円以内（１０万円単位） 

ご融資（据置）期間 ５年（１年）以内 ７年（１年）以内 

       条件 １年以内の場合 １年超の場合 

科目 手形貸付 証書貸付 

ご返済方法 期日一括返済・分割返済 元金均等返済 

ご融資利率 金融機関所定の金利（いずれも変動金利） 

保証料・担保 必要な場合あり（応相談） 

融資取扱手数料 不要（但し、担保設定の場合は要） 

 

３．お問い合わせ先 

＜融資商品に関すること＞ 

十六銀行 ソリューション営業部 ＴＥＬ：０５８－２６６－２６７２ 

東濃信用金庫 営業統括部 ＴＥＬ：０５７２－２５－２１２０ 

＜制度全般に関すること＞  

多治見商工会議所  ＴＥＬ：０５７２－２５－５０００ 

笠原町商工会  ＴＥＬ：０５７２－４３－３２４１ 

 

以 上 

 

【本件ご照会先：経営企画部 広報・ＩＲ室 ＴＥＬ ０５８－２６６－２５１１】                                

  


